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は じ め に   

 

 本市では、茅ヶ崎市監査委員条例第１条の規定により３名の監査委員が選

任され、行政の公正と能率を確保することを目的として、地方自治法の規定

に基づき定期監査、財政援助団体等の監査、例月出納検査及び決算審査等を

行っています。 

令和元年度は、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の

行為について、基本原則を定めた茅ヶ崎市監査委員監査基準（令和２年４月１

日施行）を策定しました。 

各監査の状況としては、定期監査では、予算の執行及び所管業務等財務に

関する事務が適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として事務・

事業を抽出し、４月から１月まで１２部局３８課かいを対象に定期監査を実

施しました。対象部局が異なるので単純な比較はできませんが、今年度の指

摘事項は２４件で、前年度の２５件に比べ１件減少しました。 

また、学校の定期監査では、予算の執行事務が適正に執行されているかを主

眼として、１０月から２月まで小学校１０校、中学校６校を対象とし、そのう

ち小学校５校と中学校３校については、薬品、備品、消耗品及び学校施設の管

理状況についても監査を実施しました。今年度の指摘事項は１５件で、前年度

の１８件に比べ３件減少しました。 

例月出納検査では、主として現金と出納簿の帳尻との照査、帳尻と諸書類の

照合及び預金通帳等の確認をした結果、いずれも計数的に正確なものと認めら

れました。 

財務事務に関しては今後も、担当職員への継続した研修のほか、中間の承認

者や決裁を行う管理職に対する研修を充実し、職員一人一人が適正な事務執行

に努め、公正で合理的かつ能率的な行政運営の推進が必要です。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により今後の財政状況の見通しが不

透明である中で、職員一人一人が厳しい財政状況や本市の進めている取組を十

分に認識し、財政の健全化に向けた財源確保や経費の削減に努めるなど、全職

員が一丸となり効率的で効果的な行政経営を着実に行うよう、これまで以上に

積極的に取り組むことが求められます。 

この度、令和元年度における監査の実施状況及び監査の結果等をとりまと

め 、「監査年報」を作成しましたので、本市の監査の現況を理解する一助と

して参考にしていただければ幸いです。 

 

   令和２年９月  

 

                        茅ヶ崎市監査委員 
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◇ 監査の概要  

 １ 監査の結果  

   令和元年度に実施した監査の結果は、次のとおりです。 

 

     定期監査              指摘事項なし     ２１課   指摘事項あり   １７課  
     定期監査（学校）      指摘事項なし       ８校   指摘事項あり    ８校  
     財政援助団体等監査    指摘事項あり       ３件  
     例月出納検査          指摘事項なし  
     決算審査              指摘事項なし  
     健全化判断比率等審査  指摘事項なし  
 

 ２ 監査の観点  

   監査委員の役割は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、 

違法、不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって、市

の行政の適法性、効率性、妥当性の保障を期すものです。 

令和元年度は、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関する事務事

業の執行について、公正・公平で、かつ合理的・効率的に運営されているかを監

査するとともに、違法性の指摘だけでなく、再発防止の指導に重点を置いた監査

を実施しました。 

また、監査に当たっては、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基

づいて行われているかに留意しました。 

 

  ３ 監査の実施状況  

各監査の実施状況は、次のとおりです。 

 

    （1） 定期監査（地方自治法（以下「法」という。）第 199 条第 4 項） 

 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査は、部単位 

     （行政委員会 等を含む。）で実施しました。対象部課かいは、原則隔年とし、

対象年度は平成３０年度分としました。 

 

    対象部局・期間 

      市民安全部 ４／１～５／３１   

              防災対策課、安全対策課、市民相談課 
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      企画部 ４／２２～７／１  

              企画経営課、行政改革推進室、秘書広報課、広域事業政策課、情

報推進課、施設再編整備課 

 

      都市部、会計課 ８／１～１０／３ 

              都 市 計画課、都市政策 課 、景観みどり課、建築 指導課、開発審査

課、会計課 

          

      こども育成部、議会事務局、農業委員会事務局 ９／２～１０／３１ 

              子育て支援課、こども育成相談課、保育課、議会事務局、 

農業委員会事務局 

       

      総務部 １０／１～１１／２６  

              行政総務課、職員課、市民自治推進課、文書法務課、市民課 

小出支所 

 

      福祉部、選挙管理委員会事務局 １１／１～１２／２６           

              福祉政策課、保険年金課、生活支援課、障害福祉課、高齢福祉介

護課、選挙管理委員会事務局 

 

      文化生涯学習部、下水道河川部 １２／２～１／３１           

              文化生涯学習課、スポーツ推進課、男女共同参画課、下水道河川

総務課、下水道河川建設課、下水道河川管理課 

 

 

    （2） 定期監査（学校）（法第 199 条第 4 項） 

        小学校、中学校の予算の執行及び収入・支出事務並びに財産の管理事務

については、対象年度を平成３０年度分とし、１０月～２月に実施しました。 

対象は、次の１６校です。 

     

小学校１０校・・・茅ヶ崎小、西浜小、小出小、梅田小、香川小、    

柳島小、円蔵小、東海岸小、緑が浜小、汐見台小 

中学校 ６校・・・松林中、松浪中、鶴が台中、浜須賀中、中島中、 

円蔵中 

                 

    (3) 財政援助団体等監査（法第 199 条第 7 項） 

       財政的援助を行っている団体、出資団体及び公の施設の管理を行わせてい

るものに対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ
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効果的に行われているかの監査を実施しました。 

対象年度は、平成３０年度分としました。 

 

      出資団体に係わるもの 

公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材センター 

                                           

 

    (4) 例月出納検査（法第 235 条の 2 第 1 項） 

      会 計 管 理 者 及 び企 業 出 納 員 の保 管 する現 金 （歳 計 現 金 、歳 入 歳 出 外 現

金、一 時借 入金 、基 金に属する現 金及び預り金を含 む。）の現 在高及 び出納

関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行

われているかの検査をしました。 

 

    (5) 決算審査 （法第 233 条第 2 項及び第 241 条第 5 項、地方公営企業法第

30 条第 2 項） 

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は 

事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかの審査を実施しました。 

 

    (6) 健全化判断比率等審査 （地方公共団体の財政の健全化に関する法律第

3 条第 1 項、第 22 条第 1 項） 

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項

を記載した書類 の計 数が正確に計 上され、適 正に作成 されているかの審 査を

実施しました。 
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◇ 令和元年度の監査結果 
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１  定 期 監 査  

 

茅ヶ崎市監査委員告示第１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき定期監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果に関する

報告を別紙のとおり公表します。 

 

 

  令和元年６月５日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         池田 雄二郎 
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１ 監査等の種類 

  定期監査 

 

２ 監査等の対象 

  市民安全部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「定期監査（学校を

除く。）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務 

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和元年５月３１日（金） 

 

６ 監査等の結果又は審査意見 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。 

 

７ 各部課かいの監査結果 

 (1) 防災対策課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (2) 安全対策課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (3) 市民相談課 

   〈行政書士相談に関する協定書〉 

   暮らしと事業の相談における行政書士の派遣についての謝礼は、協定書
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と異なる方法で支払いをしていました。    

 

   〈平成３０年度茅ヶ崎市消費生活法律相談業務委託外１件〉 

    (1)平成３０年度茅ヶ崎市消費生活法律相談業務委託 

    (2)平成３０年度茅ヶ崎市消費生活相談員等に対する法律相談 

業務委託 

     以上２件は、契約書に添付されている支払予定表と約款内容に相違

がありました。  
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茅ヶ崎市監査委員告示第２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき定期監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果に関する

報告を別紙のとおり公表します。 

 

 

  令和元年７月３日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         池田 雄二郎 

同         岸  正明  
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１ 監査等の種類 

  定期監査 

 

２ 監査等の対象 

  企画部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「定期監査（学校を

除く。）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務 

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和元年７月１日（月） 

 

６ 監査等の結果又は審査意見 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。 

 

７ 各部課かいの監査結果 

 (1) 企画経営課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (2) 行政改革推進室 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (3) 秘書広報課 

   〈茅ヶ崎市広報ちがさき広告掲載契約〉 

   茅ヶ崎市広報ちがさき広告掲載契約について、契約書の決裁手続き中に
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納入通知書を発行していたものが２件ありました。   

 

   〈姉妹都市経済団体交流事業補助金〉 

   姉妹都市経済団体交流事業補助金について、茅ヶ崎市企画部秘書広報課

所管に係る補助金交付要綱別表１では、事業に要する経費の額に２分の１

を乗じて得た額（その額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り

捨てた額）とすると規定されていますが、1,000 円未満の端数を切り捨て

ずに支払いをしていました。   

 

 (4) 広域事業政策課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (5) 情報推進課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (6) 施設再編整備課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 
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茅ヶ崎市監査委員告示第３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき定期監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果に関する

報告を別紙のとおり公表します。 

 

 

  令和元年１０月８日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         池田 雄二郎 

同         岸  正明  
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１ 監査等の種類 

  定期監査 

 

２ 監査等の対象 

  都市部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「定期監査（学校を

除く。）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務 

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和元年１０月３日（木） 

 

６ 監査等の結果又は審査意見 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。 

 

７ 各部課かいの監査結果 

 (1) 都市計画課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (2) 都市政策課 

   〈茅ヶ崎市コミュニティバス車体広告の掲載〉 

   茅ヶ崎市コミュニティバス車体広告の掲載について、茅ヶ崎市コミュニ

ティバス車体広告掲載取扱要綱と異なる運用をしていました。   

 

 (3) 景観みどり課 

   〈沿道景観形成事業費補助金〉 
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   茅ヶ崎市都市部景観みどり課所管に係る補助金交付要綱の沿道景観形

成事業費補助金について、期日までに交付されていない補助金が３件あり

ました。   

 

 (4) 建築指導課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (5) 開発審査課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 
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１ 監査等の種類 

  定期監査 

 

２ 監査等の対象 

  会計課 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「定期監査（学校を

除く。）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務 

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和元年１０月３日（木） 

 

６ 監査等の結果又は審査意見 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。 

 

７ 各部課かいの監査結果 

  会計課 

   〈非常通報装置保守点検委託業務契約書〉 

   契約書の金額表記に誤りがありました。    
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茅ヶ崎市監査委員告示第４号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき定期監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果に関する

報告を別紙のとおり公表します。 

 

 

  令和元年１１月６日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         池田 雄二郎 

同         岸  正明  
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１ 監査等の種類 

  定期監査 

 

２ 監査等の対象 

  こども育成部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「定期監査（学校を

除く。）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務 

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和元年１０月３１日（木） 

 

６ 監査等の結果又は審査意見 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。 

 

７ 各部課かいの監査結果 

 (1) 子育て支援課 

   〈児童手当支払通知書封入封緘業務委託〉 

   契約書の金額表記に誤りがありました。   

 

   〈子育て短期支援事業〉 

   茅ヶ崎市子育て短期支援事業実施要綱では、利用の承認を行った利用者

から利用の変更の申請があった時は、茅ヶ崎市子育て短期支援事業利用変

更可否決定通知書により申請者に通知することとなっていますが、通知が

行われていませんでした。   
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   〈私立幼稚園等就園奨励費システム保守業務委託〉 

   私立幼稚園等就園奨励費システム保守業務委託では、契約約款と異なる

方法で支出していました。   

 

 (2) こども育成相談課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (3) 保育課 

   〈放課後児童クラブシステム元号変更対応委託業務 外１件〉 

    １ 放課後児童クラブシステム元号変更対応委託業務 

    ２ 茅ヶ崎市立浜須賀保育園駐車場交通誘導警備業務委託 

   以上２件は、茅ヶ崎市契約規則第２４条第１項（契約の手続）では、

「落札者は、落札決定の日から７日以内に契約保証金を納付するとと

もに、市長が別に定める契約書に記名押印し、市長が指定する書類を

添えて市長に提出しなければならない。」と規定していますが、落札

決定の日から７日以内に契約を締結していませんでした。   

 

   〈茅ヶ崎市一時預かり事業運営費補助金 外１件〉 

    １ 茅ヶ崎市一時預かり事業運営費補助金 

    ２ 茅ヶ崎市届出保育施設保育料補助金 

   以上２件の補助金について、期日までに交付されていないものがあ

りました。   

 

   〈茅ヶ崎市放課後児童交流事業委託業務 外１件〉 

    １ 茅ヶ崎市放課後児童交流事業委託業務 

    ２ 茅ヶ崎市長期休暇対策事業委託業務 

   以上２件の委託業務の精算額について、算定方法の確認を一部行っ

ていませんでした。   
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１ 監査等の種類 

  定期監査 

 

２ 監査等の対象 

  議会事務局 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「定期監査（学校を

除く。）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 監査委員の除斥 

  議会事務局の監査においては、議員選出の監査委員である岸正明委員につ

いて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条の２の規定により、

除斥としました。 

 

５ 実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務 

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

６ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和元年１０月３１日（木） 

 

７ 監査等の結果又は審査意見 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。 

 

８ 各部課かいの監査結果 

  議会事務局 

   〈会議録検索システムデータ作成委託〉 

   契約書の金額表記に誤りがありました。  
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１ 監査等の種類 

  定期監査 

 

２ 監査等の対象 

  農業委員会事務局 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「定期監査（学校を

除く。）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務 

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和元年１０月３１日（木） 

 

６ 監査等の結果又は審査意見 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。 

 

７ 各部課かいの監査結果 

  農業委員会事務局 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ 

ていました。 
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茅ヶ崎市監査委員告示第５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき定期監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果に関する

報告を別紙のとおり公表します。 

 

 

  令和元年１１月２９日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         池田 雄二郎 

同         岸  正明  
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１ 監査等の種類 

  定期監査 

 

２ 監査等の対象 

  総務部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「定期監査（学校を

除く。）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務 

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和元年１１月２６日（火） 

 

６ 監査等の結果又は審査意見 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。 

 

７ 各部課かいの監査結果 

 (1) 行政総務課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (2) 職員課 

   〈産業医報酬〉 

   茅ヶ崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例第１条第２項（報酬）では、「年額で定める報酬は年度末に、月額で定

める報酬はその月の２１日までに、日額で定める報酬は職務に従事した都

度支給する。」と規定されており、また、茅ヶ崎市非常勤嘱託員等の報酬

及び費用弁償に関する条例第１条第２項（報酬）において、報酬の支給の
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期日及び方法は、その規定を準用するとされていますが、日額で定める産

業医報酬について職務に従事する前に支給しているものがありました。   

 

 (3) 市民自治推進課 

   〈事業計画書の提出〉 

   茅ヶ崎市民活動サポートセンターの管理運営に関する協定書第１２条

（事業計画書の提出）では、「毎会計年度開始前に管理運営業務に関する

事業計画書を委託者に提出し、委託者の承認を受けなければならない」と

規定されていますが、定められた期日までに事業計画書が提出されていま

せんでした。 

     

 (4) 文書法務課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (5) 市民課 

   〈証明書等自動交付事務委託 外１件〉 

    １ 証明書等自動交付事務委託 

    ２ マイナンバーカードアプリケーション搭載サービス利用 

   以上２件は、契約の手続に不備がありました。  

 

 (6) 小出支所 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 
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茅ヶ崎市監査委員告示第１号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき定期監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果に関する

報告を別紙のとおり公表します。 

 

 

  令和２年１月７日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         池田 雄二郎 

同         岸  正明  
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１ 監査等の種類 

  定期監査 

 

２ 監査等の対象 

  福祉部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「定期監査（学校を

除く。）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務 

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和元年１２月２６日（木） 

 

６ 監査等の結果又は審査意見 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。 

 

７ 各部課かいの監査結果 

 (1) 福祉政策課 

   〈民生嘱託員の費用弁償〉 

   民生嘱託員の費用弁償において、出張旅費の過払いが１件ありました。 

 

 (2) 保険年金課 

   〈特定保健指導（動機付け支援）業務委託 外１件〉 

    １ 特定保健指導（動機付け支援）業務委託 

    ２ 特定健康診査業務委託 

   以上２件について、予定価格調書の作成を契約日以降に行っていま

した。   
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 (3) 生活支援課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

     

 (4) 障害福祉課 

   〈障害者団体バス借上事業補助金〉 

   障害者団体バス借上事業補助金において、補助金支出の手続きに不備が

あるものがありました。 

 

   〈重度障害者住宅改修費補助金〉 

   重度障害者住宅改修費補助金において、茅ヶ崎市福祉部障害福祉課所管

に係る補助金交付要綱と異なる運用をしていました。 

 

 (5) 高齢福祉介護課 

   〈茅ヶ崎市介護保険料納入通知書（特別徴収・口座振替分）封入封緘業

務委託〉 

   茅ヶ崎市介護保険料納入通知書（特別徴収・口座振替分）封入封緘業務

委託において、契約書の契約金額に誤りがありました。 

 

 

  



27 

 

１ 監査等の種類 

  定期監査 

 

２ 監査等の対象 

  選挙管理委員会事務局 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「定期監査（学校を

除く。）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務 

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和元年１２月２６日（木） 

 

６ 監査等の結果又は審査意見 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。 

 

７ 各部課かいの監査結果 

  選挙管理委員会事務局 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われて 

いました。 
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茅ヶ崎市監査委員告示第２号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき定期監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果に関する

報告を別紙のとおり公表します。 

 

 

  令和２年２月４日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         池田 雄二郎 

同         岸  正明  

 
 

  



29 

 

１ 監査等の種類 

  定期監査 

 

２ 監査等の対象 

  文化生涯学習部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「定期監査（学校を

除く。）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務 

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和２年１月３１日（金） 

 

６ 監査等の結果又は審査意見 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。 

 

７ 各部課かいの監査結果 

 (1) 文化生涯学習課 

   〈茅ヶ崎市民文化会館管理運営業務 外２件〉 

    １ 茅ヶ崎市民文化会館管理運営業務 

    ２ 茅ヶ崎市美術館管理運営業務 

    ３ 茅ヶ崎市茶室・書院管理運営業務 

   以上３件について、協定書に定められている事業計画書等が提出さ

れていませんでした。また、事業報告書・業務報告について、協定書

に定められている期日までに提出されていないものがありました。    
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(2) スポーツ推進課 

   〈体育施設使用料過年度還付金〉 

   茅ヶ崎市財務規則第９８条では、「資金前渡者は、その用件の終了後７

日以内に精算命令を作成し、証拠書類を添えて、直ちに会計管理者に送付

しなければならない。」と規定されていますが、体育施設使用料過年度還

付金について、その用件の終了後７日以内に精算命令を作成していません

でした。 

 

 (3) 男女共同参画課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 
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１ 監査等の種類 

  定期監査 

 

２ 監査等の対象 

  下水道河川部 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「定期監査（学校を

除く。）の着眼点」により実施しました。 

 

４ 実施内容（監査の対象項目） 

 (1) 予算の執行に関する事務 

 (2) 収入に関する事務 

 (3) 支出に関する事務 

 (4) 契約に関する事務 

 (5) 補助金、負担金及び交付金に関する事務 

 (6) 工事に関する事務 

 (7) 財産の管理に関する事務 

 

５ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和２年１月３１日（金） 

 

６ 監査等の結果又は審査意見 

  予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的

に執行されているものと認められました。 

 

７ 各部課かいの監査結果 

 (1) 下水道河川総務課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (2) 下水道河川建設課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行われ

ていました。 

 

 (3)下水道河川管理課 

   予算の執行及び所管業務等財務に関する事務は、おおむね適正に行わ

れていました。 
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２  定 期 監 査（ 学 校 ） 

 

茅ヶ崎市監査委員告示第３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定

に基づき定期監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果に関する

報告を次のとおり公表します。 

 

 

  令和２年２月１８日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         池田 雄二郎 

              同         岸  正明 
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１ 監査対象の学校 

 (1) 小学校    

      茅ヶ崎市立茅ヶ崎小学校 

      同    西 浜小学校 

      同        小 出小学校 

      同    梅 田小学校 

   同    香 川小学校 

   同    柳 島小学校 

   同    円 蔵小学校 

   同    東海岸小学校 

   同    緑が浜小学校 

   同    汐見台小学校 

 (2) 中学校 

      茅ヶ崎市立松 林中学校 

      同    松 浪中学校 

      同    鶴が台中学校 

      同    浜須賀中学校 

      同    中 島中学校 

      同    円 蔵中学校 

 

２ 監査の期間 

  令和元年１０月１８日から令和２年２月１２日まで 

 

３ 監査を行った監査委員 

  監査委員 森    誠一 

  同    池田  雄二郎 

    同    岸  正明 

 

４ 監査の方法 

 この監査は、平成３０年度の再配当予算の執行及び令和元年度における所

管の業務が適正・効率的に執行、管理されているかどうかを主眼として抽出

により実施しました。 

 

５ 監査の対象項目 

 (1) 再配当予算の執行に関する事務 

 (2) 薬品の管理に関する事務 

 (3) 消耗品の管理に関する事務 

 (4) 備品の管理に関する事務 

 (5) 施設の管理に関する事務 
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 ※ (2)(3)(4)(5)に お い て は 茅 ヶ 崎 小 学 校 、 西 浜 小 学 校 、 小 出 小 学

校 、梅 田 小 学 校 、香 川 小 学 校 、松 林 中 学 校 、松 浪 中 学 校 、鶴 が 台 中

学 校 に お い て 実 施 し ま し た 。  

 

６ 監査の結果 

  今年度対象となった小学校と中学校における定期監査の結果、再配当予算

の執行及び薬品の管理、消耗品の管理、備品の管理、施設の管理は、おおむ

ね適正に行われていましたが、事務処理及び所管業務の適正化に向けてより

一層の努力をしてください。 

 

７ 各学校の監査結果 

 (1) 小学校 

  ア 茅ヶ崎小学校 

    学校管理費の消耗品費で平成３０年１０月５日に起票された支出負

担行為書起票番号５７に添付されている「カラスいけいけ（カラス対策

ごみネット）」の見積書には、代表者名が記載されていませんでした。 

 

  イ 西浜小学校 

(ｱ) 薬品受払簿の受払印がすべて押印されていませんでした。 

(ｲ) 放送室の放送機器一式（備品番号２８２、平成２１年５月２５日

購入）は、備品整理票が貼付されていましたが、内容の記載があり

ませんでした。 

 

  ウ 小出小学校 

    薬品受払簿に記載されている数量と実際の数量が合致しないものが

ありました。 

 

  エ 梅田小学校 

    １階の東階段横に設置されている掃除用具入れについて、転倒防止の

固定がされていないものがありました。 

 

  オ 香川小学校 

(ｱ) 薬品受払簿に記載されている数量と実際の数量が合致しないも

のがありました。 

(ｲ) 消耗品の受払簿に記載されている数量と実際の数量が合致しな

いものがありました。 

 

  カ 柳島小学校 

    再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。 
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  キ 円蔵小学校 

(ｱ) 学校管理費の消耗品費で平成３０年４月２日に起票された支出

負担行為書起票番号１に添付されている「カラスいけいけ（カラス

対策ごみネット）」の見積書の日付が前年度となっていました。 

(ｲ) 特別支援学級関係経費の報償費で平成３０年６月４日に起票さ

れた支出負担行為書起票番号１に添付されている「Ｔシャツ」の見

積書には、代表者印が押印されていませんでした。 

 

  ク 東海岸小学校 

    再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。 

 

  ケ 緑が浜小学校 

    再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。 

 

  コ 汐見台小学校 

    再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。 

 

 (2) 中学校 

  ア   松林中学校 

(ｱ) 学校管理費の消耗品費で平成３０年９月２５日に起票された支

出負担行為書起票番号８６に添付されている「自転車」の見積書に

は代表者名の記載がなく、代表者印の押印もありませんでした。 

(ｲ) 学校管理費の燃料費で、「プロパンガス」の支出負担行為書１２

ヶ月分すべてについて、支出負担行為書に記載されている検収日及

び納品日が検針日と異なっていました。 

(ｳ) 放送室の両袖型音響装置（備品番号２２０、平成９年６月２４日

購入）は、備品整理票が貼付されていませんでした。 

(ｴ) 北棟１階の東及び西昇降口に設置されている掃除用具入れにつ

いて、転倒防止の固定がされていないものがありました。 

 

  イ 松浪中学校 

    再配当予算の執行及び薬品の管理、消耗品の管理、備品の管理、施設

の管理は、おおむね適正に行われていました。 

 

  ウ 鶴が台中学校 

(ｱ) 学校管理費の消耗品費で平成３０年１１月２日に起票された支

出負担行為書起票番号９６に添付されている「自転車」の見積書に

は代表者名の記載がなく、代表者印の押印もありませんでした。 
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(ｲ) 学校管理費の消耗品費（学務課分）で平成３０年４月２日に起票

された支出負担行為書起票番号１の「中学保健ニュース」は、見積

書の添付がありませんでした。 

 
  エ 浜須賀中学校 

    再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。 

 

  オ 中島中学校 

    再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。 

 

  カ 円蔵中学校 

    再配当予算の執行は、おおむね適正に行われていました。 
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３  財 政 援 助 団 体 等 監 査  

 

茅ヶ崎市監査委員告示第５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき財

政援助団体等の監査を執行したので、同条第９項の規定によりその結果に関す

る報告を次のとおり公表します。 

 

 

  令和２年３月３１日 

 

 

             茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

             同         池田 雄二郎 

             同         岸  正明 
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１ 監査等の種類 

  財政援助団体等監査 

 

２ 監査等の対象 

   財政援助団体 

  公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材センター 

 

３ 監査等の着眼点 

  本監査は、別に定める「財務事務監査の着眼点」及び「財政援助団体等監

査の着眼点」により実施しました。 

 

４ 監査等の方法 

  この監査は、平成３０年度に執行した財政援助団体の補助金に係る出納そ

の他の事務及び当該補助金の支出事務について適正に執行されているかど

うかを主眼として抽出により実施しました。 

 

５ 監査等の実施場所及び日程 

  (1) 場所 監査委員室 

(2) 日程 令和２年３月２７日（金） 

 

６ 監査等の結果 

  補助金に係る出納その他の事務は、おおむね適正に執行されているものと

認められました。 

 

７ 各対象の監査結果 

   財政援助団体 

   公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材センター 

 

   所管課 福祉部高齢福祉介護課 

    指摘事項 

〈補助事業等の経費配分〉 

 茅ヶ崎市福祉部高齢福祉介護課所管に係る補助金交付要綱第４条第

１項（交付条件）では、「補助事業等の内容又は補助事業等の経費の

配分の変更をしようとする場合は、速やかに市長の承認を受けなけれ

ばならない。」と規定されていますが、法定福利費の経費を給料手当

へ承認を得ずに流用して事業を実施していました。 
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財政援助団体 公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材センター 

        指摘事項  

〈補助事業等の経費配分〉 

     茅ヶ崎市福祉部高齢福祉介護課所管に係る補助金交付要綱第４条第 

１項（交付条件）及び茅ヶ崎市企画部企画経営課所管に係る補助金交

付要綱第４条第１項（交付条件）では、「補助事業等の内容又は補助

事業等の経費の配分の変更をしようとする場合は、速やかに市長の承

認を受けなければならない。」とそれぞれ規定されていますが、どち

らも補助事業等の経費の配分の変更をしたにもかかわらず承認を得ず

に流用して事業を実施していました。 

 

〈被服貸与〉 

     公益社団法人茅ヶ崎市シルバー人材センター職員被服貸与規約第１ 

２条では、「所属長は、被服貸与簿を備え、貸与又は返納等の状況を

記録するものとする。」と規定されていますが、規約と異なる運用を

していました。 
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４ 例月出納検査 

３ １ 茅 監 第 ６ 号  
    平成３１年４月２５日  

 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 
                      茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 
                      同         池田 雄二郎 
                      同         広瀬 忠夫 
 
 

監査等の結果について（報告） 
 
 都市監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
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１ 監査等の種類 
  例月出納検査 
 
２ 監査等の対象 
  現金出納状況（平成３１年３月分 全会計） 
 
３ 監査等の着眼点 
  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 
 
４ 監査等の主な実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残

高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 
 
５ 監査等の実施場所及び日程 
（1） 場所 監査委員室 

（2） 日程 平成３１年４月２５日（木） 

 
６ 監査等の結果又は審査意見 

平成３１年３月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料

に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤り

はないものと認められました。 
 
７ その他必要と認める事項 
  なし 
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元 茅 監 第 １ ０ 号  
    令和元年５月３１日  

 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 
                      茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 
                      同         池田 雄二郎 
                       
 

監査等の結果について（報告） 
 
 都市監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
 
  



43 
 

１ 監査等の種類 
  例月出納検査 
 
２ 監査等の対象 
  現金出納状況（平成３１年４月分 全会計） 
 
３ 監査等の着眼点 
  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 
 
４ 監査等の主な実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残

高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 
 
５ 監査等の実施場所及び日程 
（1） 場所 監査委員室 

（2） 日程 令和元年５月３１日（金） 

 
６ 監査等の結果又は審査意見 

平成３１年４月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料

に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤り

はないものと認められました。 
 
７ その他必要と認める事項 
  なし 
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元 茅 監 第 １ ８ 号  
    令 和 元 年 ７ 月 １ 日  

 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 
                      茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 
                      同         池田 雄二郎 
                      同         岸  正明 
 
 

監査等の結果について（報告） 
 
 都市監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
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１ 監査等の種類 
  例月出納検査 
 
２ 監査等の対象 
  現金出納状況（令和元年５月分 全会計） 
 
３ 監査等の着眼点 
  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 
 
４ 監査等の主な実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残

高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 
 
５ 監査等の実施場所及び日程 
（1） 場所 監査委員室 

（2） 日程 令和元年７月１日（月） 

 
６ 監査等の結果又は審査意見 

令和元年５月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に

記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは

ないものと認められました。 
 
７ その他必要と認める事項 
  なし 
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元 茅 監 第 ２ ４ 号  
    令 和 元 年 ８ 月 １ 日  

 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 
                      茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 
                      同         池田 雄二郎 
                      同         岸  正明 
 
 

監査等の結果について（報告） 
 
 都市監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
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１ 監査等の種類 
  例月出納検査 
 
２ 監査等の対象 
  現金出納状況（令和元年６月分 全会計） 
 
３ 監査等の着眼点 
  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 
 
４ 監査等の主な実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残

高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 
 
５ 監査等の実施場所及び日程 
（1） 場所 監査委員室 

（2） 日程 令和元年７月３１日（水） 

 
６ 監査等の結果又は審査意見 

令和元年６月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に

記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは

ないものと認められました。 
 
７ その他必要と認める事項 
  なし  
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元 茅 監 第 ３ ４ 号  
    令 和 元 年 ９ 月 ２ 日  

 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 
                      茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 
                      同         池田 雄二郎 
                      同         岸  正明 
 
 

監査等の結果について（報告） 
 
 都市監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
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１ 監査等の種類 
  例月出納検査 
 
２ 監査等の対象 
  現金出納状況（令和元年７月分 全会計） 
 
３ 監査等の着眼点 
  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 
 
４ 監査等の主な実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残

高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 
 
５ 監査等の実施場所及び日程 
（1） 場所 監査委員室 

（2） 日程 令和元年８月２８日（水） 

 
６ 監査等の結果又は審査意見 

令和元年７月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に

記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは

ないものと認められました。 
 
７ その他必要と認める事項 
  なし 
  



50 
 

元 茅 監 第 ３ ９ 号  
    令和元年１０月４日  

 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 
                      茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 
                      同         池田 雄二郎 
                      同         岸  正明 
 
 

監査等の結果について（報告） 
 
 都市監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
  



51 
 

１ 監査等の種類 
  例月出納検査 
 
２ 監査等の対象 
  現金出納状況（令和元年８月分 全会計） 
 
３ 監査等の着眼点 
  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 
 
４ 監査等の主な実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残

高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 
 
５ 監査等の実施場所及び日程 
（1） 場所 監査委員室 

（2） 日程 令和元年１０月３日（木） 

 
６ 監査等の結果又は審査意見 

令和元年８月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に

記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは

ないものと認められました。 
 
７ その他必要と認める事項 
  なし  



52 
 

元 茅 監 第 ４ ６ 号  
    令和元年１１月１日  

 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 
                      茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 
                      同         池田 雄二郎 
                      同         岸  正明 
 
 

監査等の結果について（報告） 
 
 都市監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
  



53 
 

１ 監査等の種類 
  例月出納検査 
 
２ 監査等の対象 
  現金出納状況（令和元年９月分 全会計） 
 
３ 監査等の着眼点 
  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 
 
４ 監査等の主な実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残

高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 
 
５ 監査等の実施場所及び日程 
（1） 場所 監査委員室 

（2） 日程 令和元年１０月３１日（木） 

 
６ 監査等の結果又は審査意見 

令和元年９月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に

記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは

ないものと認められました。 
 
７ その他必要と認める事項 
  なし 
  



54 
 

元 茅 監 第 ５ ２ 号  
    令和元年１１月２９日  

 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 
                      茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 
                      同         池田 雄二郎 
                      同         岸  正明 
 
 

監査等の結果について（報告） 
 
 都市監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
  



55 
 

１ 監査等の種類 
  例月出納検査 
 
２ 監査等の対象 
  現金出納状況（令和元年１０月分 全会計） 
 
３ 監査等の着眼点 
  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 
 
４ 監査等の主な実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残

高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 
 
５ 監査等の実施場所及び日程 
（1） 場所 監査委員室 

（2） 日程 令和元年１１月２６日（火） 

 
６ 監査等の結果又は審査意見 

令和元年１０月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料

に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤り

はないものと認められました。 
 
７ その他必要と認める事項 
  なし  



56 
 

元 茅 監 第 ５ ６ 号  
    令 和 ２ 年 １ 月 ６ 日  

 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 
                      茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 
                      同         池田 雄二郎 
                      同         岸  正明 
 
 

監査等の結果について（報告） 
 
 都市監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
  



57 
 

１ 監査等の種類 
  例月出納検査 
 
２ 監査等の対象 
  現金出納状況（令和元年１１月分 全会計） 
 
３ 監査等の着眼点 
  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 
 
４ 監査等の主な実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残

高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 
 
５ 監査等の実施場所及び日程 
（1） 場所 監査委員室 

（2） 日程 令和元年１２月２６日（木） 

 
６ 監査等の結果又は審査意見 

令和元年１１月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料

に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤り

はないものと認められました。 
 
７ その他必要と認める事項 
  なし 
  



58 
 

元 茅 監 第 ６ ２ 号  
    令 和 ２ 年 ２ 月 ３ 日  

 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 
                      茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 
                      同         池田 雄二郎 
                      同         岸  正明 
 
 

監査等の結果について（報告） 
 
 都市監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
  

  



59 
 

１ 監査等の種類 
  例月出納検査 
 
２ 監査等の対象 
  現金出納状況（令和元年１２月分 全会計） 
 
３ 監査等の着眼点 
  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 
 
４ 監査等の主な実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残

高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 
 
５ 監査等の実施場所及び日程 
（1） 場所 監査委員室 

（2） 日程 令和２年１月３１日（金） 

 
６ 監査等の結果又は審査意見 

令和元年１２月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料

に記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤り

はないものと認められました。 
 
７ その他必要と認める事項 
  なし  



60 
 

元 茅 監 第 ６ ９ 号  
    令 和 ２ 年 ３ 月 ２ 日  

  
 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 
                      茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 
                      同         池田 雄二郎 
                      同         岸  正明 
 
 

監査等の結果について（報告） 
 
 都市監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
  



61 
 

１ 監査等の種類 
  例月出納検査 
 
２ 監査等の対象 
  現金出納状況（令和２年１月分 全会計） 
 
３ 監査等の着眼点 
  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 
 
４ 監査等の主な実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残

高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 
 
５ 監査等の実施場所及び日程 
（1） 場所 監査委員室 

（2） 日程 令和２年２月２７日（木） 

 
６ 監査等の結果又は審査意見 

令和２年１月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に

記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは

ないものと認められました。 
 
７ その他必要と認める事項 
  なし 
  



62 
 

元 茅 監 第 ７ ３ 号  
    令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日  

  
 
茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

 
                      茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 
                      同         池田 雄二郎 
                      同         岸  正明 
 
 

監査等の結果について（報告） 
 
 都市監査基準に準拠して実施した監査等の結果について、地方自治法第２３５条の２

第３項の規定に基づき、次のとおり報告します。 
  



63 
 

１ 監査等の種類 
  例月出納検査 
 
２ 監査等の対象 
  現金出納状況（令和２年２月分 全会計） 
 
３ 監査等の着眼点 
  別に定める「財務事務の着眼点」及び「例月出納検査の着眼点」による。 
 
４ 監査等の主な実施内容 

各会計の現金出納状況について、市の関係資料と各金融機関の預金及び借入金の残

高証明書、関係帳簿、証憑書類等との照合、その他通常実施すべき検査を実施しました。 
 
５ 監査等の実施場所及び日程 
（1） 場所 監査委員室 

（2） 日程 令和２年３月２７日（金） 

 
６ 監査等の結果又は審査意見 

令和２年２月末日現在における現金、預金及び借入金の金額並びに市の関係資料に

記載されたこれらの金額は、いずれも関係帳簿等の記載金額と一致し、計数上の誤りは

ないものと認められました。 
 
７ その他必要と認める事項 
  なし 
  



64 
 

５  決 算 審 査  

 

２茅監第２７号● 

令和２年８月１９日● 

● 

●茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

● 

                      茅ヶ崎市監査委員 森  誠一   

                      同         池田 雄二郎  

                      同         岸  正明  

● 

● 

●●●令和元年度茅ヶ崎市一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の●●● 

●●●審査意見について 

● 

●地方自治法第２３３条第２項の規定により審査に付された令和元年度茅ヶ崎市一般会

計及び各特別会計歳入歳出決算並びに証書類を審査したので別紙のとおり意見を提出し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

１ 審査の対象 

(1) 各会計歳入歳出決算 

令和元年度茅ヶ崎市一般会計歳入歳出決算 

同        国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 

同        後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 

同        介護保険事業特別会計歳入歳出決算 

同        公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算 

(2) 決算附属書類 

令和元年度茅ヶ崎市一般会計特別会計決算事項別明細書 

同        一般会計特別会計実質収支に関する調書 

同        財産に関する調書 

 

２ 審査の期間 

   令和２年７月１６日から令和２年８月１８日まで 

 

３ 審査の方法 

   各会計歳入歳出決算書等の審査を、次の方法により行いました。 

(1) 関係書類が法令で定める様式を基準として作成されているかの確認 

(2) 令和元年度の財務関係事務を対象として実施した定期監査及び例月出納検査の結

果を参考にした関係書類の計数照合 

(3) 予算の執行が適正かつ効率的に行われているかの検証 

(4) 関係職員の説明聴取 

 

４ 審査の結果 

  審査に付された各会計歳入歳出決算書等は、法令に規定された様式に従って作成さ

れており、その計数は歳入簿、歳出簿その他の関係諸帳簿と符合し、正確なものと認め

ます。また、予算の執行は適正かつ効率的に行われていると認めます。 
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２茅監第２８号● 

令和２年８月１９日● 

● 

●茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

● 

                      茅ヶ崎市監査委員 森  誠一   

                      同         池田 雄二郎  

                      同         岸  正明  

● 

● 

●●●令和令和元年度茅ヶ崎市公営企業会計決算の審査意見について 

● 

●地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付された令和元年度茅ヶ崎市公共

下水道事業会計決算及び茅ヶ崎市病院事業会計決算を審査したので、別紙のとおり意見

を提出します。 

 

  



67 
 

１ 審査の対象 

 (1) 令和元年度茅ヶ崎市公共下水道事業会計決算 

 (2) 令和元年度茅ヶ崎市病院事業会計決算 

 

２ 審査の期間 

 令和２年６月１１日から令和２年８月１８日まで 

 

３ 審査の方法 

 決算書等の審査を、次の方法により行いました。 

(1) 関係書類が地方公営企業法第３０条及び同法施行令第２３条の規定に準拠して作

成されているかの確認 

(2) 事業の経営成績及び財政状態が関係法令に基づき適正に表示されているかの確認 

(3) 会計処理が正確に行われているかどうかを確認するため、関係諸帳簿等の照合、

点検及び関係職員の説明聴取 

 

４ 審査の結果 

 審査に付された決算書等は、関係法令の規定に準拠して作成され、事業の経営成績

及び財政状態は適正に表示されています。決算計数は関係諸帳簿と符合し正確なもの

でした。 
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６  健 全 化 判 断 比 率 等 審 査  

２茅監第２９号● 

令和２年８月１９日● 

● 

●茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

● 

                      茅ヶ崎市監査委員 森  誠一   

                      同         池田 雄二郎  

                      同         岸  正明  

 

 

令和元年度茅ヶ崎市健全化判断比率の審査について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により審査に付された

令和元年度茅ヶ崎市健全化判断比率を審査したので、別紙のとおり意見を提出します。 
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１ 審査の対象 

令和元年度茅ヶ崎市健全化判断比率 

(1) 実質赤字比率 

(2) 連結実質赤字比率 

(3) 実質公債費比率 

(4) 将来負担比率 

 

２ 審査の期間 

令和２年７月２２日から令和２年８月１８日まで 

 

３ 審査の方法 

健全化判断比率の審査を、次の方法により行いました。 

(1) 算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確かの確認 

(2) その計数によって比率が正確に算定されているかの確認 

(3) 関係職員の説明聴取 

 

４ 審査の結果 

(1) 総合意見 

ア 審査に付された令和元年度茅ヶ崎市健全化判断比率について、その算定の基礎と

なる事項を記載した書類を確認したところ、いずれも適正に作成され、記載された

計数は正確なものであると認めます。 

イ 審査に付された令和元年度決算に基づく健全化判断比率は、記載された計数によ

り適正かつ正確に算定されていることを認めます。 

健全化判断比率は、次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 個別意見 

ア 実質赤字比率について 

令和元年度の実質赤字比率は、一般会計等の実質収支額が黒字であるため、実質

赤字額がなく、実質赤字比率はマイナス8.15％で、早期健全化基準の11.41％を下

回っております。 

イ 連結実質赤字比率について 

令和元年度の連結実質赤字比率は、全ての会計の実質収支額及び資金剰余額を合

算した結果、連結実質赤字額がなく、連結実質赤字比率はマイナス19.70％で、早

健全化判断比率 元 年 度 ３ ０ 年 度 早期健全化基準 備　　　　　考

(％) (％) (％)

実 質 赤 字 比 率 　　　 　   　－ 　　　 　   　－           １１．４１    実質赤字なし

連 結 実質 赤字 比率 　　　 　   　－ 　　　 　   　－        １６．４１    連結実質赤字なし

実 質 公 債 費 比 率             ０．７             ０．５       ２５．０  

将 来 負 担 比 率 ４８．７ ４８．９      ３５０．０  
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期健全化基準の16.41％を下回っております。 

ウ 実質公債費比率について 

令和元年度の実質公債費比率は、0.7％となっており、前年度の0.5％と比較する

と、0.2ポイント悪化していますが、早期健全化基準の25.0％を下回っており

ます。 

エ 将来負担比率について 

令和元年度の将来負担比率は、48.7％となっており、前年度の48.9％と比

較すると、0.2ポイント改善しており、早期健全化基準の350.0％を下回って

おります。 

 

(3) 是正改善を要する事項 

特に指摘すべき事項はありません。 
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２茅監第３０号● 

令和２年８月１９日● 

● 

●茅ヶ崎市長 佐藤 光 様 

● 

                      茅ヶ崎市監査委員 森  誠一   

                      同         池田 雄二郎  

                      同         岸  正明  

 

 

令和元年度茅ヶ崎市資金不足比率の審査について 

  

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により審査に付され

た令和元年度茅ヶ崎市資金不足比率を審査したので、別紙のとおり意見を提出します。 
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１ 審査の対象 

令和元年度茅ヶ崎市資金不足比率 

(1) 公共下水道事業会計  

 (2) 病院事業会計  

 

２ 審査の期間 

令和２年７月２２日から令和２年８月１８日まで 

 

３ 審査の方法 

資金不足比率の審査を、次の方法により行いました。 

(1) 算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確かの確認 

(2) その計数によって比率が正確に算定されているかの確認 

(3) 関係職員の説明聴取 

 

４ 審査の結果 

(1) 総合意見 

ア 審査に付された公共下水道事業会計及び病院事業会計の令和元年度茅ヶ崎市

資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認したと

ころ、書類はいずれも適正に作成され、記載された計数は正確なものと認め、そ

の計数により適正かつ正確に算定されていることを認めます。 

イ 算定の結果、いずれの会計も資金不足を生じていないため、資金不足比率は計

上されませんでした。 

資金不足比率は、次表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 個別意見 

令和元年度茅ヶ崎市資金不足比率のうち公共下水道事業会計については、経営健全

化基準の20.0％を下回っており、良好な状態にあると認めます。 

病院事業会計については、経営健全化基準の20.0％を下回っているものの、資金

剰余額は年々減少しています。「茅ヶ崎市立病院の経営改革について（茅ヶ崎市立

病院リバイバル・ロードマップ）」における重要業績評価指標について、適宜状

況を把握し、適切な取組を進めていくことを要望します。 

 

(3) 是正改善を要する事項 

特に指摘すべき事項はありません。 

元 年 度 ３ ０ 年 度 経営健全化基準

(％) (％) (％)

公共下水道事業会計 　　　　 　　－ 　　　　 　　－               ２０．０  資金不足なし

病 院 事 業 会 計 　　　　 　　－ 　　　　 　　－             　２０．０  資金不足なし

 資    金    不    足    比    率

区　　　　　分 備　　　　 　考
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◇  茅 ヶ 崎 市 監 査 委 員 監 査 基 準 の 策 定  

 

茅ヶ崎市監査委員告示第４号 

 

 茅ヶ崎市監査委員監査基準を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和２年３月１０日 

 

 

              茅ヶ崎市監査委員  森  誠一 

              同         池田 雄二郎 

              同         岸  正明 
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茅ヶ崎市監査委員監査基準 

 

第１章 一般基準 

（監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的） 

第１条 監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、市の事務の

管理及び執行等について、法令等に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施

を確保し、市民の福祉の増進に資することを目的とする。 

２ 監査委員は、茅ヶ崎市監査委員監査基準（以下「本基準」という。）に従い公正不偏

の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行する。それによって自ら入手した

証拠に基づき意見等を形成し、結果に関する報告等を決定し、これを議会及び市長等に

提出する。 

（監査等の範囲及び目的） 

第２条 監査、検査、審査その他の行為のうち、本基準における監査等は次に掲げるもの

とし、それぞれ当該各号に定めることを目的とする。 

(1) 財務監査 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令等に適合し、

正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努

めているか監査すること。 

(2) 行政監査 事務の執行が法令等に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げ

るようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。 

(3) 財政援助団体等監査 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、

出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者

及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事

務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。 

(4) 決算審査 決算その他関係書類が法令等に適合し、かつ正確であるか審査するこ

と。 

(5) 例月出納検査 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査する

こと。 

(6) 基金運用審査 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が

確実かつ効率的に行われているか審査すること。 

(7) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の

基礎となる事項を記載した書類が法令等に適合し、かつ正確であるか審査すること。 

２ 法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為

（監査等を除く。）については、法令の規定に基づき、かつ、本基準の趣旨に鑑み、実

施するものとする。 

（倫理規範） 

第３条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、本基準に則ってその職務を遂

行するものとする。 

（独立性、公正不偏の態度及び正当な注意） 

第４条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂

行するものとする。 
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２ 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。 

（専門性） 

第５条 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を

有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上と知識の蓄積

を図り、その専門性を維持及び確保するため研鑽
さ ん

に努めるものとする。 

２ 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務が本基準に則っ

て遂行されるよう、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専

門能力の向上と知識の蓄積を図るよう研鑽
さ ん

に努めさせるものとする。 

（質の管理） 

第６条 監査委員は、本基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保

するものとする。そのために、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及

び監督を行うものとする。 

２ 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員

が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。 

第２章 実施基準 

（監査計画） 

第７条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク

（組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。）の内容及び程度、過去の監査結

果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとす

る。監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めるものとする。 

２ 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は

監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修

正するものとする。 

（リスクの識別と対応） 

第８条 監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討

した上で、監査等を実施するものとする。 

（内部統制に依拠した監査等） 

第９条 前条のリスクの内容及び程度の検討にあたっては、内部統制の整備状況及び運

用状況について情報を集め、判断するものとする。 

２ 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等

を行うものとする。 

（監査等の実施手続） 

第１０条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計

画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。 

（監査等の証拠入手） 

第１１条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するも

のとする。 

２ 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が

生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な

監査等の証拠を入手するものとする。 

（各種の監査等の有機的な連携及び調整） 



76 
 

第１２条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監

査等を行うものとする。 

第３章 報告基準 

（監査等の結果に関する報告等の作成及び提出） 

第１３条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に

関する報告を作成し、議会、市長及び関係のある委員会又は委員に提出するものとす

る。 

２ 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見

を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認

める事項については勧告することができる。 

３ 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び市長に提出するも

のとする。 

４ 監査委員は、決算審査、基金運用審査及び健全化判断比率等審査を終了したときは、

意見を市長に提出するものとする。 

（監査等の結果に関する報告等への記載事項） 

第１４条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委

員が必要と認める事項を記載するものとする。 

(1) 本基準に準拠している旨 

(2) 監査等の種類 

(3) 監査等の対象 

(4) 監査等の着眼点（評価項目） 

(5) 監査等の実施内容 

(6) 監査等の結果 

２ 前項第６号の監査等の結果には、次の各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な点

において当該各号に定める事項が認められる場合にはその旨その他監査委員が必要と

認める事項を記載するものとする。 

(1) 財務監査 前項第１号から第５号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、

監査の対象となった事務が法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果

を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。 

(2) 行政監査 前項第１号から第５号までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、

監査の対象となった事務が法令等に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果

を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていること。 

(3) 財政援助団体等監査 前項第１号から第５号までの記載事項のとおり監査した限

りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政的援助等に係る出納そ

の他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。 

(4) 決算審査 前項第１号から第５号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、

決算その他関係書類が法令等に適合し、かつ正確であること。 

(5) 例月出納検査 前項第１号から第５号までの記載事項のとおり検査した限りにお

いて、会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われていること。 

(6) 基金運用審査 前項第１号から第５号までの記載事項のとおり審査した限りにお

いて、長から提出された基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であると認めら
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れ、基金の運用が確実かつ効率的に行われていること。 

(7) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の

基礎となる事項を記載した書類が法令等に適合し、かつ正確であること。 

３ 第１項第６号の監査等の結果には、前項各号に掲げる監査等の種類に応じて、重要な

点において当該各号に定める事項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必

要と認める事項を記載するものとする。 

４ 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の

結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項

の原因等を記載するよう努めるものとする。 

（合議） 

第１５条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとす

る。 

(1) 監査の結果に関する報告（財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るもの

に限る。以下同じ。）の決定 

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定 

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定 

(4) 決算審査に係る意見の決定 

(5) 基金運用審査に係る意見の決定 

(6) 健全化判断比率等審査に係る意見の決定 

２ 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しな

いことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨

及び当該事項についての各監査委員の意見を議会、市長及び関係のある委員会又は委

員に提出するとともに公表するものとする。 

（公表） 

第１６条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員の連名で公表するものとする。 

(1) 監査の結果に関する報告の内容 

(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容 

(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容 

（措置状況の公表等） 

第１７条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する

報告に係る勧告をした者から、措置の内容の通知を受けた場合は当該措置の内容を公

表するものとする。 

２ 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に

係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。 

附 則 

 本基準は、令和２年４月１日から施行する。 


